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第１５２１号

わたしたちのねがい
美しい自然につつまれた雪のまち湯沢
清らかな愛情あふれるまち
すこやかな活力みなぎるまち
さわやかな誰もが訪れたいまち
みんなで力をあわせ
豊かで明るく住みよい
文化の香り高いまちをつくりましょう
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歴
史
民
俗
資
料
館「
雪
国
館
」で

行
っ
て
き
た
、
中
学
生
に
よ
る
観

光
ガ
イ
ド
。
こ
の
た
び
３
月　

日
２７

最
終
日
を
迎
え
ま
し
た
。
皆
さ
ん

は
体
験
さ
れ
ま
し
た
か
？
３
月　
３０

日
、湯
沢
中
学
校
の
皆
さ
ん
が
、お

世
話
に
な
っ
た
方
々
を
招
い
て
公

開
反
省
会
と
題
し
、
意
見
交
換
会

を
行
い
ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
十
二
分
に
力
を
発
揮
し
た

こ
と
も
、
そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と

も
人
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
ま
し
た
が
、

「
こ
れ
か
ら
も
ぜ
ひ
続
け
て
い
き
た

い
！
」と
話
し
て
い
ま
し
た
。目
指

せ
、
カ
リ
ス
マ
ガ
イ
ド
！

公
開
反
省
会

公
開
反
省
会
！！

　

カ
リ
ス

カ
リ
ス
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ガ
イ
ド

　
　

ガ
イ
ド
をを
目
指

　
　
　
　

目
指
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３
月
末
、な
ご
り
雪
と
は
言
え

な
い
雪
が
降
り
、春
の
訪
れ
が
ま

た
一
歩
遠
の
い
た
気
が
し
ま
す
。

寒
暖
の
差
が
激
し
く
、体
調
管
理

に
は
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

さ
て
、新
年
度
を
迎
え
ま
し
た
。

二
期
目
の
最
初
の
年
で
も
あ
り
、

よ
り
一
層
町
政
運
営
に
真
剣
に
取

り
組
む
決
意
を
新
た
に
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

昨
年
の
秋
口
か
ら
準
備
を
重
ね
、

歴
史
民
俗
資
料
館「
雪
国
館
」で
デ

ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
、湯
沢
中
学

校
２
年
生
に
お
け
る
、観
光
ガ
イ

ド
養
成
講
座
が
、３
月　

日
最
終

２７

日
を
迎
え
、私
も
ガ
イ
ド
を
受
け

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。堂
々

と
お
客
様
へ
の
応
対
を
し
て
い
る

中
学
生
の
皆
さ
ん
は
、大
変
す
ば

ら
し
い
も
の
で
し
た
。　

日
に
は
、

３０

観
光
ガ
イ
ド
を
終
え
て
の
大
反
省

会
と
題
し
、こ
の
事
業
に
携
わ
れ

た
関
係
者
の
皆
さ
ま
、保
護
者
の

皆
さ
ま
を
交
え
て
の
意
見
交
換
会

に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。中
学
生
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、こ

れ
か
ら
も
続
け
て
い
き
た
い
と
、

大
変
心
強
く
、あ
り
が
た
い
お
言

葉
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
ガ

イ
ド
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
皆
さ
ん

は
、町
の
宝
で
あ
り
、大
切
な
財
産

で
す
。観
光
立
町
湯
沢
町
に
芽
を

出
し
た
こ
の
ガ
イ
ド
事
業
が
開
花

し
ま
す
よ
う
に
、し
っ
か
り
と
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
く
だ

さ
い
。応
援
し
て
い
ま
す
。

講
師
を
務
め
ら
れ
た
茂
野
貞
一

さ
ん
、ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
な
ぐ
も

友
美
さ
ん
を
は
じ
め
、中
学
校
の

先
生
方
に
は
多
大
な
る
ご
指
導
、

ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
よ
り
町
民
の
皆
さ
ま
に
ご

説
明
し
、ご
理
解
ご
協
力
を
図
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
、湯
沢
町
文
教

施
設
構
想
に
つ
い
て
は
、先
の
３

月
議
会
に
お
い
て
も
方
向
性
を
説

明
し
ま
し
た
。４
月
か
ら
は
、新
た

に
文
教
施
設
整
備
課
を
新
設
す
る

と
と
も
に
、教
育
、保
育
、建
設
の

三
分
科
会
か
ら
成
る
湯
沢
町
文
教

施
設
整
備
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

こ
れ
か
ら
の
子
ど
も
た
ち
の
成
長

に
合
わ
せ
た
ソ
フ
ト
面
、ハ
ー
ド

面
の
環
境
作
り
を
具
体
的
に
検
討

し
て
い
き
ま
す
。

な
お
、委
員
会
に
お
い
て
出
さ

れ
た
意
見
な
ど
は
、広
報
を
は
じ

め
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
随
時

ご
報
告
し
て
い
き
ま
す
。

３
月　

日
に
は
、日
本
海
側
発

１９

と
な
る
中
華
人
民
共
和
国
駐
新
潟

総
領
事
館
開
設
に
伴
う
先
遣
隊
の

方
々
が
湯
沢
町
を
表
敬
訪
問
さ
れ

ま
し
た
。湯
沢
町
に
大
変
興
味
を

持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、ス
キ
ー

や
温
泉
を
堪
能
し
て
お
帰
り
に
な

ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、今
年
は
町
内
会
ご
と

に
意
見
交
換
を
行
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。日
程
な
ど
、詳
細
が
決

ま
り
ま
し
た
ら
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、町
政
運
営
に
対
し
、忌
憚
の
な

い
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

素
晴
ら
し
い
春
が
来
る
こ
と
を

願
い
な
が
ら
、平
成　

年
度
最
初

２２

の
コ
ラ
ム
と
い
た
し
ま
す
。

3
月
の
町
長
活
動
状
況
に
つ
い

3
月
の
町
長
活
動
状
況
に
つ
い
てて

町
長
コ
ラ

町
長
コ
ラ
ムム

１
日

２
日

３
日

５
日

８
日

９
日

　

日
１３

　

日
１６

　

日
１７

　

日
１８

　

日
１９

　

日
２４

　

日
２５

　

日
２７

　

日
２８

　

日
２９

　

日
３０

　

日
３１

朝
礼
／
新
潟
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
組
合
会

国
保
運
営
協
議
会

南
魚
沼
地
域
広
域
計
画
協
議
会

湯
沢
中
学
校
卒
業
証
書
授
与
式
／
南
魚
沼
地
区
青
色
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
出
発
式

街
づ
く
り
・
流
通
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

３
月
定
例
議
会（　

日
ま
で
）

２３

湯
沢
中
里
ス
ノ
ー
カ
ー
ニ
バ
ル

東
京
電
力
㈱
避
難
場
所
施
設
利
用
協
定
書
締
結
式

国
際
情
報
高
校
卒
業
証
書
授
与
式
／
南
魚
沼
警
察
署
長
来
庁

湯
沢
町
老
人
ク
ラ
ブ
合
同
役
員
会

中
国
公
使
表
敬
訪
問

神
立
小
学
校
卒
業
証
書
授
与
式
／
南
魚
沼
交
通
安
全
協
会
理
事
会

魚
沼
地
区
障
害
福
祉
組
合
議
会

湯
沢
中
学
校
観
光
ガ
イ
ド
激
励

信
越
地
方
郵
便
局
長
会
総
会

苗
場
山
滑
降
ス
キ
ー
競
技
会
表
彰
式

湯
沢
中
学
校
観
光
ガ
イ
ド
大
反
省
会
／
南
魚
沼
地
域
土
地
開
発
公
社
理
事
会

終
礼
／
３
月
専
決
町
長
査
定

�
中
国
総
領
事
館
先
遣
隊
の
方
々
と
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平成２２年度
狂犬病予防
集合注射

平成２２年度の狂犬病予防集合注射を、５月１１日（火平成２２年度の狂犬病予防集合注射を、５月１１日（火））
と５月１２日（水）、次の日程のとおり実施しますと５月１２日（水）、次の日程のとおり実施します。。

★すでに登録済みの場合

注射料金  ３,１００円

狂犬病注射済票交付申請書を郵送します。注射を受ける際に必要と
なりますので、記載事項を確認してください。
申請書に署名・押印し、問診票をご記入の上、おつりの要らない料金
と一緒に会場まで持参してください。

★生後９１日以上の犬を新しく飼われた場合

注射料金  ６,１００円（登録手数料３,０００円を含む）

印鑑とおつりの要らない料金を会場まで持参してください。
  狂犬病予防注射（毎年１回）は、法律で義務      
 付けられています。飼い主の皆さんは、忘れず
  にお願いします。

狂犬病集合予防注射　５月１１日（火）の日程

時　　間会　　　場

９：５０～９：１０湯沢町役場裏駐車場

１０：４０～１０：１０岩原スキー場前駅

１１：１０～１１：００神立小学校

１１：４０～１１：３０角谷 元様宅駐車場

１３：５０～１３：３０湯沢町公民館浅貝分館

１４：２０～１４：１０二居集会所

１５：００～１４：４０三俣小学校

狂犬病集合予防注射　５月１２日（水）の日程
時　　間会　　　場

９：４０～９：３０土樽集落開発センター

１０：１０～１０：００松川生活改善センター

１１：００～１０：３０農山村総合開発センター

１１：４０～１１：２０滝之又会館

１４：２０～１３：１０湯沢町公民館

１５：００～１４：３０歴史民俗資料館「雪国館」

�注射当日は、犬を制御できる方が連れてきてください。
�他市区町村から転入してきた場合、および他の方が飼われていた犬を譲り受け、新たに飼う場合は、「登録の変更手続き」
が必要です。旧登録鑑札と注射済票をお持ちになり、前の所有者の名前、住所を確認した上、注射会場までお越しくださ
い。
�生後９０日以下の犬は、狂犬病の予防注射を受けることができません。
�犬が死亡した場合等には町民課に届出が必要です。
�集合注射で接種できない方は、６月末までに個別に獣医師から接種を受けてください。料金については、動物病院にお問
い合わせください。
�犬のフンは、飼い主の責任で始末しましょう。また犬が人をかんだり、他人に危害や迷惑を及ぼすことのないよう、首輪を必
ず装着し、放し飼いは絶対にやめましょう。

【問い合わせ】　町民課　町民生活班　℡７８４－３４５３

《写真の利用について》
�迷子犬の連絡があったときに、犬の種類、毛色を聞き、発見場所周辺に住んでいる犬と
確認することで、飼い主の元に戻る時間の短縮に役立っています。飼い主が見つからな
い場合は、動物保護管理センターに保護されます。

�動物も湯沢の住民の一人（一匹）です。あなたの大切な家族の一員を紹介しませんか？
掲載をご希望の方はご連絡ください。

写真撮影にご協力
ありがとうございました。

　昨年度は２６０頭のお友達を撮影しました。今年も写真撮影を行い
ますので、ご協力をお願いします。
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前　所　属新　所　属氏名

　課長級

 課長 健康福祉課 課長 税務課 田村　修

 維持管理班長 地域整備課 課長 地域整備課 角谷　豊明

 国保保健班長 健康福祉課 課長 健康福祉課 関　　秋光

 課長 教育課 課長兼学校教育班長兼学校給食センター長 教育課 阿部　道雄

 建設整備班長 地域整備課 課長兼文教施設整備班長 文教施設整備課 宮下　義規

　班長級

 企画財政班主査 総務課 庶務班長 総務課 田村　雅和

 観光交流班主査 産業観光課 観光交流班長 産業観光課 南雲　剛

 観光交流班長 産業観光課 産業振興班長 産業観光課 岸野　弘

 三俣地域振興対策班長 地域整備課 建設整備班長兼三俣地域振興対策班長 地域整備課 高野　剛

 産業振興班長 産業観光課 維持管理班長 地域整備課 南雲　和彦

 庶務班長 総務課 福祉介護班長 健康福祉課 森下　政史

 学校教育班長兼学校給食センター長 教育課 国保保健班長 健康福祉課 角谷　正喜

　主査級

 主任 総務課 庶務班主査 総務課 本田　忠志

 主任 総務課 企画財政班主査 総務課 山岸　勝彦

 庶務班主査 議会事務局 町民生活班主査 町民課 須長　節子

 町民生活班主査 町民課 産業振興班主査 産業観光課 高橋　勝彦

 主任 総務課 維持管理班主査 地域整備課 宮田　玲

 主任 税務課 福祉介護班主査 健康福祉課 高野　敏明

 主任 教育課 生涯学習班主査 教育課 関　正幸

　主任

 総務課 主任 総務課 前原　力

 総務課 主任 総務課 木暮　享

 会計課 主任 税務課 岸野　三奈子

 税務課 主任 税務課 角谷　淳史

 税務課 主任 税務課 田村　良一

 町民課 主任 町民課 樋口　巨樹

 町民課 主任 町民課 南雲　愛子

 上下水道課 主任 産業観光課 南雲　一也

 産業観光課 主任 産業観光課 南雲　悟

 産業観光課 主任 産業観光課 篠原　克則

 地域整備課 主任 地域整備課 井熊　靖

 地域整備課 主任 地域整備課 関　直人

 上下水道課 主任 上下水道課 南雲　重幸

 上下水道課 主任 上下水道課 樋口　由樹子

 健康福祉課 主任 健康福祉課 田村　美和子

 保健師 健康福祉課 主任保健師 健康福祉課 平賀　菜津子

 税務課 主任 会計課 酒井　真紀子

 教育課 主任 議会事務局 南雲　みはる

 健康福祉課 主任 教育課 高橋　千恵子

 教育課 主任 教育課 桑原　洋子

 教育課 主任 教育課 田村　康大

 町民課 主任 文教施設整備課 南雲　一春

 健康福祉課 主任 文教施設整備課 富沢　雅文

平成２２年４月１日付　湯沢町職員異動
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前　所　属新　所　属氏名

　一般職員

 産業観光課 総務課 佐藤　高明

 税務課 総務課 笛田　利広

 町民課 税務課 柏倉　隆

 総務課 税務課 樋口　明子

　（新採用） 町民課 諸田　拓哉

 地域整備課 産業観光課 田村　淳

 町民課 地域整備課 山崎　久美子

　（新採用） 上下水道課 田村　翔

 地域整備課 健康福祉課 笛木　尚

 産業観光課 教育課 今井　周子

　保育園

 主任保育士 中央保育園 副園長 中央保育園 山田　信江

 主任保育士 中央保育園 副園長 土樽保育園 星野　京子

 副園長 中央保育園 副園長 神立保育園 高橋　節子

 主任保育士 土樽保育園 主任保育士 中央保育園 腰越　和子

 浅貝保育園 主任保育士 中央保育園 南雲　智子

 中央保育園 主任保育士 中央保育園 上村　嘉奈子

 湯沢保育園 主任保育士 湯沢保育園 小幡　美穂

 湯沢保育園 主任保育士 湯沢保育園 秋山　めぐみ

 主任保育士 神立保育園 主任保育士 土樽保育園 笛木　春子

 土樽保育園 主任保育士 土樽保育園 青木　歩

 神立保育園 主任保育士 土樽保育園 高橋　さえ子

 土樽保育園 主任保育士 神立保育園 角谷　美代子

 神立保育園 主任保育士 神立保育園 阪上　恵美子

　（新採用） 中央保育園 桑原　路子

 中央保育園 湯沢保育園 高橋　久美子

　（新採用） 神立保育園 佐藤　結香李

 中央保育園 浅貝保育園 櫻井　恵美

 湯沢保育園 中央保育園 角谷　静子

 神立保育園 湯沢保育園 樋口　松江

 中央保育園 神立保育園 角谷　初美

所　属氏名

 課長 税務課 高橋　英夫

 課長 地域整備課 山本　茂正

 福祉介護班長 健康福祉課 南雲　利巳

 産業振興班主査 産業観光課 南雲　順二

 副園長 神立保育園 阿部　和子

 副園長 土樽保育園 樋口　すえ子

平成２２年３月３１日付　退職

平成２２年４月１日より、文教構想
の実現に向け、新たに「文教施設整備
課」を新設しました。場所は役場東館
２階、教育委員会内です。  

文教施設整備課　
　℡７８４－４８５６　�７８４－３５８３

 新課設置のお知ら 新課設置のお知らせせ
～文教施設整備課 　～文教施設整備課～～



広報ゆざわ　H２２．４．１１ （6）

湯沢町木造住宅耐震診断支援事湯沢町木造住宅耐震診断支援事業業
町
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を

補
助
す
る
「
湯
沢
町
木
造
住
宅

耐
震
診
断
支
援
事
業
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
災
害

に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
の
も
の
で
、木
造
住
宅
の

耐
震
対
策
を
通
し
て
建
築
物
の

安
全
性
を
高
め
、
地
震
か
ら
の

被
害
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

大
き
な
地
震
が
発
生
す
る
と
、
古
い
木
造
住
宅
が
倒
壊
し
て
、
大
き

な
被
害
が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
専
門
家
に
よ
る
「
住

ま
い
の
診
断
」
を
受
け
て
、い
つ
来
る
か
わ
か
ら
な
い
地
震
に
備
え
る
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

地
震
に
備
え
て
、
安
全
と
安
心
を
！

  
耐
震
診
断
内
容  

�
耐
震
診
断
は
、�
日
本
建
築
防
災
協
会
が
発
行
す
る
「
木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」
に
お
け
る
一
般
診
断
に
よ
り
実
施
す

る
も
の
で
す
。

�
�
日
本
建
築
防
災
協
会
な
ど
が
行
う
講
習
会
を
修
了
し
、
湯
沢
町

に
登
録
し
た
耐
震
診
断
士
が
、
診
断
を
行
い
ま
す
。

�
一
般
診
断
と
は
、
耐
震
補
強
の
必
要
性
の
判
断
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
地
震
で
の
倒
壊
の
可
能
性
に
つ
い
て
判

断
し
ま
す
。
耐
震
補
強
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
方
に
は
、
判

断
基
準
と
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�
診
断
に
あ
た
っ
て
は
、
壁
材
な
ど
を
は
が
し
た
り
す
る
こ
と
は
し

な
い
で
、
主
に
内
外
観
（
建
物
の
形
状
、
壁
量
、
壁
の
材
質
、
建
物

の
劣
化
状
況
）
に
よ
り
診
断
を
行
い
ま
す
。

所有者負担額
�－�

町補助金額
�

耐震診断費用
�

対象住宅の
延床面積

１０,０００円６０,０００円７０,０００円７０ｍ２以下

１５,０００円６５,０００円８０,０００円
７０ｍ２超～
１７５ｍ２以下

２０,０００円８０,０００円１００,０００円１７５ｍ２超～

  補助金額    補助対象  

対象建築物　個人所有の昭和５６年５月３１日以前に
　　　　　　建築された木造建築物（建築後２８年以
　　　　　　上経過）

対　象　者　住宅の所有者

対 象 戸 数　６戸
　　　　　　※ただし、予算を超えた場合はその時点

申 請 期 限　平成２２年１０月２９日（金）

【
対
象
要
件
・
申
込
方
法
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
】

　

地
域
整
備
課　

建
設
整
備
班　

℡
７
８
４
・
４
８
５
２

　

※
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

任
期
満
了
に
伴
う
湯
沢
町
農
業

委
員
会
委
員
選
挙
が
３
月　

日
に

２１

行
わ
れ
ま
し
た
。
農
業
委
員
会
は
、

農
地
の
利
用
関
係
の
調
整
を
行
う

町
の
執
行
機
関
で
、合
計　

人
の
委

１５

員
で
構
成
さ
れ
、そ
の
う
ち　

人
は

１１

農
業
を
営
む
人
の
選
挙
に
よ
っ
て

選
ば
れ
ま
す
。

立
候
補
者
が
定
員
を
超
え
な

か
っ
た
た
め
、無
投
票
で
次
の　

名
１１

の
方
々
が
当
選
と
な
り
ま
し
た
。

樋
口　

昭
三　
（
旭　

原
）

剱
持　

誠　

（
土　

樽
）

玉
田　

義
雄　
（
諏　

訪
）

南
雲　

久
雄　
（
古
野
一
）

中
村　

正　

（
幅　

下
）

森
下　

庄
一　
（
大　

島
）

南
雲　

軍
喜　
（
滝
ノ
又
）

富
沢　

篤
之　
（
二　

居
）

剣
持　

正
美　
（
田　

中
）

南
雲　

英
二　
（
原
新
田
）

冨
沢　

悦
夫　
（
中　

里
）

任
期
は
、平
成　

年
３
月　

日
か

２２

３１

ら
３
年
間
で
す
。

  
農
業
委
員
会

　

委
員
決
ま
る

新
潟
県
弁
護
士
会
で
は
、
法
律
相

談
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
一
環
と
し

て
、
例
年
県
下
の
住
民
の
皆
さ
ん
を

対
象
と
し
た
巡
回
無
料
法
律
相
談

会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

巡
回
無
料
法
律
相
談
会
で
は
、
弁

護
士
会
か
ら
弁
護
士
が
派
遣
さ
れ
、

住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
法
律
相
談

を
無
料
で
お
受
け
し
ま
す
。

今
年
も
昨
年
と
同
様
、
次
の
と
お

り
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
相
談
は
予
約
制
で
、
相
談
時

間
は
１
人　

分
程
度
で
す
。
受
付
で

３０

き
る
人
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

【
日
時
】

４
月　

日
（
月
）

１９

　

午
後
１
時
〜
４
時
ま
で

【
会
場
】

湯
沢
町
役
場
２
階　

応
接
室　

【
申
し
込
み
】

湯
沢
町
役
場
総
務
課
庶
務
班

℡
７
８
４
・
３
４
５
１

新
潟
県
弁
護
士

新
潟
県
弁
護
士
会会

無
料
法
律
相
談

無
料
法
律
相
談
会会
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ふ
る
さ
と

基
金
事
業
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南魚沼ふるさと基金 検索

ふ
る
さ
と

　

基
金
事
業

南魚
沼地
域南

魚
沼
市
と
湯
沢
町
で
組
織
す
る
「
南
魚
沼
地
域
広
域

計
画
協
議
会
」
で
実
施
す
る
「
ふ
る
さ
と
基
金
事
業
」
に
つ

い
て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

豊
か
な
自
然
と
生
活
環
境
を
守
り
、
快
適
で
う
る
お
い

の
あ
る
広
域
圏
を
創
り
あ
げ
る
た
め
、
地
域
住
民
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
団
体
等
の
活
動
で
「
活
気
あ
ふ
れ
、
う
る
お
い

の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
指
す
、
次
の
取
り
組
み
を
支
援

し
ま
す
。

芸術・文化振興支援事業 （予算枠１２０万円  芸術・文化振興支援事業　（予算枠１２０万円））

 対象事対象事業業 　地域で保存が必要な伝統芸能を引き継ぐための後継者育成事業や伝統芸能を通じた世代間交地域で保存が必要な伝統芸能を引き継ぐための後継者育成事業や伝統芸能を通じた世代間交流流
 をを推進する事業を支援します推進する事業を支援します。。

 補助補助額額 　 事業費から収入等を差し引いた額を補助対象事業費とし、予算の範囲内で補助します。ただし事業費から収入等を差し引いた額を補助対象事業費とし、予算の範囲内で補助します。ただし、、
補助額の 補助額の上上限は補助対象事業費限は補助対象事業費のの３３分の分の２２以内か１５万円とします以内か１５万円とします。。

ふるさとコミュニティ支援事業 （予算枠２００万円  ふるさとコミュニティ支援事業　（予算枠２００万円））

 対象事対象事業業 　 団体が行う、快適でうるおいのある地域を創りあげるためのコミュニティ活動を団体が行う、快適でうるおいのある地域を創りあげるためのコミュニティ活動を 
支援しま 支援しますす。。

 補助補助額額 　 事業費から収入等を差し引いた額を補助対象事業費とし、予算の範囲内で補助します。ただし 事業費から収入等を差し引いた額を補助対象事業費とし、予算の範囲内で補助します。ただし、、
補助額の上限は補助対象費の３分の２以内 補助額の上限は補助対象費の３分の２以内かか１０１０万円とします万円とします。。

 地域創生支援事業 （予算枠２００万円 地域創生支援事業　（予算枠２００万円））
対象事 対象事業業 　 南魚沼地域内外から集客があり、地域の活性化を図るイベントを行う団体の活動や、地区の広南魚沼地域内外から集客があり、地域の活性化を図るイベントを行う団体の活動や、地区の広域域

的なまちづくり活動を支援します　　　　　　　的なまちづくり活動を支援します。。

 補助補助額額 　 事業費から収入等を差し引いた額を補助対象事業費とし、予算の範囲内で補助します。ただし事業費から収入等を差し引いた額を補助対象事業費とし、予算の範囲内で補助します。ただし、、
補助額 補助額のの上限は上限は補助対象費補助対象費のの３３分の分の２２以内か以内か５０５０万円とします万円とします。。

� 申請期限…４月２０日（火）
� 助成対象…活動の本拠地が南魚沼市・湯沢町にある団体

 その他協議会で取り組む事業のご案内
幼児児童健全育成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・管内小学校での絵本の読み聞かせ事業に取り組みます。
魚沼ビジネス交流事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・管内企業の取引拡大を支援する交流会を支援します。
広域交流ミーティングパーティー事業・・・・・・・・・・・未婚男女に出会いの場を提供します。
日本語支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・管内の外国人在住者に、日本語教室や料理教室を開催します。
国際観光推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・国際観光を推進する事業を支援します。

【相談窓口】湯沢町役場 総務課 企画財政班に申請書を備えてあります。　℡７８４－３４５１
　　　　　 申請書は南魚沼市の公式ウェブサイトからもダウンロードできます。

【事務局・申請先】南魚沼地域広域計画協議会（南魚沼市役所 企画政策課）　℡７７３－６６７２
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災害時における避難場所として　災害時における避難場所としてのの
施設利用に関する協定を締　　　　　　施設利用に関する協定を締結結

株式会社　融和開発　様　
　加山キャプテンコーストスキー場駐車場

しおざわ農協協同組合　様
　湯沢支所　駐車場　

国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所
　道しるべ湯沢（道路情報ターミナル）

東京電力　株式会社　信濃川電力所様
　湯沢発電所グラウンド・駐車場

平成２１年度、湯沢町は災害発生時等における避難場所としての施設利用に関して、東京電力（株）信濃川電力所、しおざ
わ農協協同組合、（株）融和開発、国土交通省長岡国道事務所と協定を締結しました。
この協定では、災害が発生したとき、または発生の恐れがあるとき、駐車場やグラウンド（図面表示箇所）を避難場所として利
用することについて必要事項が定められています。この避難場所とは、災害から一時的に身体の安全を確保するための場所を
いい、一旦災害の危険が去った後は、帰宅するか町が指定する避難所へ移動することになります。今回の協定締結により、湯沢
町は１３箇所の企業及び団体等と災害時の協力、応援協定を締結いたしました。

� ��������������������������������������������������������������������������������������������
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。
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町税等の
　口座振替日が
       変更になります

税・料金等の口座振替日は、これまで
毎月２８日となっておりましたが、平成
２２年４月から毎月末日が口座振替日と
なります(詳細は下記の通りです)。振替
日前になりましたら、指定口座の残高を
ご確認ください。

平成２２年度より（新）これまで（旧）種　類

毎月末日
　（１２月は２５日）

毎月２８日
  （１２月は２４日、２月は２６日）

・町税
・介護保険料
・後期高齢者保険料
・上下水道料

２月末日２月２６日・貸地料

６月、９月、３月の各月末日
及び１２月２５日

６月、９月、３月の各月２８日
及び１２月２４日

・下水道事業受益者負担金

※口座振替日が土・日・祝日の場合は、翌平日に振替を行います。

【問い合わせ】
税務課　収納班　℡７８４-３４５２

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

湯沢町に住民登録があり、新型インフルエンザ予防接種を湯沢町保健医療センター以外の医療機関で受けた方で、接
種費用の助成手続きを忘れている方はいませんか。次のような方は至急健康福祉課で申請手続きをお願いします。

　平成２２年３月３１日までに湯沢町保健医療センター以外の医療機関で予防接種を受け、接種費用３,６００円を
　支払ったままで、健康福祉課で費用助成の手続きをしていない人。

該当する場合は、次のものを持参のうえ健康福祉課窓口（湯沢町総合福祉センター内）で手続きをお願いします。

　持参するもの
　　１　予防接種費用の領収書
　　２　接種済証明書
　　３　助成金の受取先が分かるもの（金融機関口座番号）

  手続きを忘れていませんか？ 
新型インフルエンザ予防接種費用の助成費申請について

不明な点は、健康福祉課　
国保保健班（℡７８４－４５６０）まで
お問い合わせください。

� � � ３月の入札結果をお知らせします � � �

請負業者契約金額工事名等番号

（株）湯沢重機建設１７,０１０,０００円芝原三俣線さく井工事地雪寒第４号

（株）森下組２８,６６５,０００円中央公園施設整備工事都公第６号

（株）小杉建設２６,８８０,０００円中央公園施設整備（その 2）工事都公第７号

担当：総務課企画財政班　℡７８４-３４５１
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� この保険料は、新潟県内後期高齢者の２年間の医療給付費（医療費から自己負担額を除いた額）の約１割を加入者
全員でまかなえるように算定しています。

３５,３００円均等割額

７.１５％所得割率

窓口自己負担額

後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制後期高齢者医療制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

‐‐ＶＶｏｌ．ｏｌ．３３‐ 平成２２・２３年度の保険料につい‐　平成２２・２３年度の保険料についてて

についてQ＆ A形式でお知らせします

Q.平成２２・２３年度の保険料はいくらですか？ A. 平成２２・２３年度の保険料は、
平成２０・２１年度の保険料と変
わりません。『均等割額』が一人
当たり３５,３００円、『所得割率』
が７.１５％となり、これまでの
保険料を据え置きます。

Q. 保険料の算定方法を教えてください。 A. 保険料は、加入者が均等に負担する「均等割額」と、加入者
の所得に応じて決められる「所得割額」との合計額です（１人
当たりの賦課限度額は５０万円です。）

保険料
（年額）

所得割額
　（前年中の総所得金額等ー基礎控除額３３万円）×所得割額７.１５％

均等割額
一人当り
３５,３００円

= +

【保険料の算定方法】

若年者からの支援金
約４割

公費（国・県・市町村）
５割

保険料
約１割

�

�

�

�

総　医　療　費

医 療 給 付 費

�

この部分を、後期高齢者医療制度加入者全員の保険料でまかないます。

Q.保険料の軽減制度があると聞いたのですが？ A. 次のような制度があります。

� 所得の低い方への軽減制度・・・届出の必要はありません。
　�均等割額の軽減・・・世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
    　　　　　　　　　   　同一世帯内の加入者および世帯主 (加入者でない方も含む )の合計所得金額をもとに、９　
　　　　　　　　　　　　割、８.５割、５割、２割の軽減があります。
　�所得割額の軽減・・・個人の所得状況に応じて「所得割額」が軽減されます。加入者個人の合計所得金額をもとに
　　　　　　　　　　　　5割の軽減があります。
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★★かんたん便利な口座振替をご利用ください★★　

　保険料を納付書で納めている方は、口座振替にすると納め忘れの心配がありません。また、納期のたびに金融機関に
行く必要もなくなり大変便利です。お申し込みは、金融機関窓口または、湯沢町役場税務課、総合福祉センター内の健
康福祉課で受け付けています。手続きに必要なものは、振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証です。くわしく
はお問い合わせください。
　
　【問い合わせ】健康福祉課　℡７８４-４５６０

� 制度加入前日まで会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方への軽減制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・届出の必要がある場合があります。

　所得割額と均等割額の軽減・・・制度加入時から「所得割額」と「均等割額」が軽減されます。

所得割額均等割額

かかりません
９割軽減

（軽減後の年額３,５００円）
軽減内容

　保険料の納付が困難な場合には・・・

　�納付相談をいつでも受け付けていますので、お早めにご相談ください。
　　現在の状況をお聞きし、それぞれの事情に合った納付計画を一緒に考えていきます。
　�災害や所得が著しく減少したときなど、特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料
　　の徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

２月１２月１０月８月６月４月

本徴収仮徴収

３月・・・１０月９月８月７月４月～６月

毎月、口座振替または納付書で納めます。納付なし

① 特別徴収（年金から納めていただく方）・・・・・４月から納めます
　４月の年金から納付していただく金額につきましては、４月中旬に対象者へお知らせいたします。

1　４～８月【仮徴収】・・平成２２年２月の年金からの徴収額と同額を３回納めます。
　１０～２月【本徴収】・・確定した年間保険料額から仮徴収された額を差し引いた残額を３回に分けて納めます。

　保険料の年額を、年金の支払月に年６回に分けて納めます。

② 普通徴収（口座振替・納付書で納めていただく方）・・・７月から納めます
　７月中旬に、保険料額決定通知書を発送いたしますので、それまでお待ちください。

　保険料の年額を、７月から３月まで年９回に分けて毎月納めます。

　７～３月・・７月中旬に、保険料額決定通知書を送付いたしますので、口座振替または、納付書により毎月納めて　
　　　　　　  いただきます。

平成２２年度の保険料については、７月中旬に加入者個人ごとにお知らせいたします。
�

�

�

�

���������������������������������������������

���������������������������������������������
� �

Q. 保険料の納付方法を教えてください。 A. 保険料の納付方法は、年金からの天引きか、口座振替・納
付書の２つの方法があります。
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就職や退職、転出や転入などで保険証が変わったときは、１４日以内に湯
沢町役場で手続きをしてください。自動的に、会社の方が国保の手続きをし
てくれることはありません。各個人で手続きしてください。

必要なもの届出が必要な事項

在学証明書（※１）・転出先住所・国保保険証・印鑑修学のため、新たに他の市区町村に住所を定めるとき

卒
業
・
入
学
・
就
職

○学 保険証・印鑑・職場の健康保険証
�健康保険証が未交付の場合は、加入したことを証明するもの

学校を卒業し、就職して社会保険などに加入したとき

○学 保険証・印鑑・本人確認資料（※２）
○学 保険証の交付を受けている方が卒業後、湯沢町に
転入し、引き続き国民健康保険に加入するとき

○学 保険証・印鑑
○学 保険証の交付を受けている方が卒業後、湯沢町
以外で国民健康保険に加入するとき

印鑑・前住所地の市区町村の転出証明書・
本人確認資料（※２）

他の市区町村から湯沢町に転入してきたとき転
入
・
転
出 印鑑・国保保険証・本人確認資料（※２）湯沢町から他の市区町村に転出するとき

国民健康国民健康保保険険 にに関する関する届出を忘れ届出を忘れずずに！に！

学の保険証が発行されている方へ

�すでに学保険証が発行されている方で、平成22年度も引き続き在学中であり、保険証の必要な方は、更新手続き
をしてください。

�更新手続きは、４月３０日（金）までに、健康福祉課（湯沢町保健医療センター内）で行ってください。

�更新手続きには、在学証明書または学生証の写しが必要です。

�

�

�

�

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

異動が生じたら１４日以内に
　　　　　　　　届出してください。

※１：在学証明書が間に合わない場合は、合格通知書など入学を確認できる書類を持参し、後日在学証明書を提出してください。

※２：本人確認資料とは、運転免許証、保険証、パスポート、年金手帳（証書）等です。

【手続き・問い合わせ】健康福祉課  国保保健班　℡７８４-４５６０

【手続き・問い合わせ】町民課  町民生活班　℡ 784-3453
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子ども手子ども手当当本年４月から 制度が始まりました

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ども１人に
つき月額１万３千円を親等に支給する制度です。子ども手当を受給された方には、この趣旨に従って子ども手当を用
いなければならない責務が定められています。

※子ども手当は中学校修了
前まで支給対象が拡大し、所
得制限もありません。

支給対象となる子ども

満１５歳以後の最初の３月３１日まで満１５歳以後の最初の３月３１日までのの
間にある子ど間にある子どもも

手当の額

子ども一人につ子ども一人につきき
月額１３,０００　　　　　　月額１３,０００円円
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　① 
3
月
ま
で
児
童
手
当
を

　
　
　
　
　
　
　
     
受
給
さ
れ
て
い
た
方

本
年
3
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
は
、
新
た
な
申
請
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
新
た
に
子
ど
も
手
当
の
対
象
と

な
る
子
ど
も
（
原
則
と
し
て
中
学
２
年
生
と
中

学
３
年
生
）
が
い
る
場
合
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。
新
た
に
対
象
と
な
る
子
ど
も
の
い
る
世
帯

に
は
、
４
月
中
に
「
子
ど
も
手
当
額
改
定
認
定
請

求
書
」
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
載

の
う
え
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

② 
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方
で
、

子
ど
も
手
当
の
支
給
の
対
象
と
な
る
中
学
修
了

前
ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
が
、

子
ど
も
手
当
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申

請
が
必
要
で
す
。

子
ど
も
手
当
の
支
給
の
対
象
と
な
る
子
ど
も

の
い
る
世
帯
に
は
、
４
月
中
に
「
子
ど
も
手
当
認

定
請
求
書
」
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

記
載
の
う
え
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
方

　

４
月
以
降
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
は
申
請

が
必
要
で
す
。

申
請
に
必
要
な
添
付
書
類

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
等
（
請
求
者
が

　

被
用
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
）
の
場
合
）　

・
銀
行
の
口
座
番
号
が
確
認
で
き
る
書
類

　

上
記
①
、
②
、
③
の
申
請
を
受
け
た
後
、
受
給

資
格
等
を
確
認
の
う
え
、
認
定
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。

（
注
）
子
ど
も
手
当
の
受
給
資
格
者
は
、
子
ど
も
を

監
護
し
、
か
つ
生
計
を
同
一
に
す
る
父
又
は

母
等
で
す
。
父
母
に
養
育
さ
れ
て
い
な
い
子

ど
も
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
を
監
護
し
、
か
つ

生
計
を
維
持
す
る
方
と
な
り
ま
す
。

手
当
の
支
払
期
月

６
月
、　

月
、
２
月
に
、
前
月
分
ま
で
の
手
当

１０

を
支
払
い
ま
す
。
本
年
６
月
は
４
月
分
と
５
月

分
の
２
ヶ
月
分
を
支
払
い
、　

月
以
降
は
４
ヶ

１０

月
分
を
支
払
い
ま
す
。

（
注
）
子
ど
も
手
当
制
度
の
開
始
に
伴
い
、
4
月
以

降
、
原
則
と
し
て
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
が
、
児
童
手
当
の
受
給
資
格
者
に
つ
い

て
は
、
本
年
６
月
に
限
り
、
平
成　

年
度
分
の

２１

児
童
手
当
（
平
成　

年
２
月
分
と
３
月
分
）
が

２２

支
給
さ
れ
ま
す
。

公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
の
手
続
き
と
な

り
ま
す
の
で
、
勤
務
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ご
不
明
な
点
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

      
町
民
課　

子
育
て
支
援
班

　
　
　
　
　
　
　

℡
７
８
４
・
３
４
５
３

※６月、１０月、２月に、前月
分までの手当を支払います。

   申請手続きが必要な世帯には、４月中に申請用紙を郵送しますので、
今しばらくお待ちください。
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総務省消防庁消防団協力事業所に認定

湯沢町消防団協力事業所表示証交付事業所である「株式会社森下組」、「株式会社林組」が、３月２６日
新潟県庁において総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けました。この交付は、消防庁が消
防団と事業所との協力を図ることが、地域における消防、防災体制の充実強化に繋がると考え、一定の
基準に適合する事業所を積極的に認定するとともに、広く国民や事業所に紹介することにより本制度
の普及を促進する目的で平成１８年度より行っているものです。
また、湯沢町では町内にある事業所において、湯沢町消防団協力事業所の認定基準を満たしている事
業所に表示証を交付し、地域に貢献している事業所であることを公表していきたいと考えています。
この湯沢町消防団協力事業所表示制度につきましては、湯沢町のホームページに掲載していますの
でご覧ください。また、この制度については、役場総務課防災管財班（℡７８４－３４５１)までお問い合わせ
ください。

総務省消防庁消防団協力事業所に認定
�

�

�

�
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株式会社　林組
　林　新一郎　さん

株式会社　森下組
　森下　佳憲　さん
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ご案内

ヒップホップ講座（小学生以下）
ダンスに必要な柔軟性を養うためにアクロバット（前後側転などのマット運動）も取り入れた基本レッスンです。

 日 時  ５月７日～毎週金曜日（４月まで継続予定）
 　 ① 午後４時３０分～５時３０分
 　 ② 午後５時３０分～６時３０分
 　 ③ 午後６時００分～７時００分

 対 象        ① 保育園年少組～小学１年生
       ② 小学２年生～小学３年生
       ③ 小学４年生～小学６年生

 講 師  典子モダンダンススタジオ　
　　　　　　今成 典子 氏・今成 仁 氏（南魚沼市在住）

 受講料  ４期に分けてお支払いください。
 　第１期は ５月７日～７月２３日（１２回）　
　　　　　  各７,５００円（傷害保険料含む）

 服　装  動きやすい服装

 持ち物  室内シューズ、汗拭きタオル 、飲み物

 定　員  各２０人程度

 申込締切  ５月６日（木）

 申 込 先・・・・・・湯沢町総合管理グループ（湯沢カルチャーセンター内）　℡７８４-１５１１
 申込方法・・・・・・カルチャーセンター窓口へ第１期分の受講料を添えて申し込みください。

受付時間・・・・・・月～土曜：午前８時３０分～午後９時　　日曜：午前８時３０分～午後５時

※ 電話申込みはできません。 ※ 人数に余裕があるときは、途中から参加できます。その場合の参加料は、
※ くわしい日程は、申込み時にご案内します。 　 ７００円×残回数（その期の）となります。
※ 講座開始後の返金はしません。 ※１回ごとの参加はできませんが、未経験者のみ一度だけ体験可能です。
※１０人に満たない場合は、中止となることがあります。  体験料金は７００円。お気軽に参加してください。

湯沢カルチャーセンター健康講湯沢カルチャーセンター健康講座座 参参加者募集加者募集

ヒップホップ講座（中学生以上）
初めてでも大丈夫！ニューヨーク仕込みの仁先生がリズムやステップなど基本から指導します。シェイプアップ
効果大！

 日 時  ５月１２日～毎週水曜日（４月まで継続予定）
　　　　　午後７時３０分～８時４５分

 対　象 　中学生以上

 講 師  典子モダンダンススタジオ　今成 仁 氏（南魚沼市在住）

 受講料  ４期に分けてお支払いください。
 　第１期は ５月１２日～７月２８日（１２回）　７  ,５００円（傷害保険料含む）

 服　装  動きやすい服装

 持ち物  室内シューズ、汗拭きタオル 、飲み物

 定　員  ２０人程度

 申込締切  ５月１１日（火）

花まつりゆざわでの披露の様子
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　開 校 式：５月１４日（木）

　練 習 日：第２・第４木曜日　　　　　　　　　　

　練習時間：午後７時～８時３０分　　　　　　　　　　　

　練習場所：湯沢カルチャーセンター（ステージ）

　対　　象：小・中・高校生

　発　　表：町の催し物などで演技発表

　参加申込：湯沢町公民館　担当：林　　℡７８４－２４６０　　

「ゆきぐに」 湯沢町公民館のペー「ゆきぐに」　湯沢町公民館のページジ

湯沢町公民館
〒９４９－６１０１ 湯沢町大字湯沢２８２２番地
℡：０２５-７８４-２４６０　　�：０２５-７８４-３７３７
E-mail：kouminkan@town.yuzawa.lg.jp

土曜ひろ土曜ひろばば募募 集集
『折り紙でくす玉えんぴつ立て・コースターなどを作ろう』

申込み　公民館窓口で申込み。

　　　　電話でも受け付けます。

締切り　４月２１日（水）

　　　　℡７８４-２４６０　担当：林

日にち　４月２４日（土）

時　間　午前９時３０分～１１時００分

会　場　湯沢町公民館　１階　研修室

対　象　小学生と保護者

参加費　１人２００円

折り紙・和紙でいろいろな物が
　　　　　　　簡単に作れるよ。

募募
集集

湯沢の伝統芸能「雪おろし太鼓」を引
き継いでいこう。仲間と一緒におもいき
り太鼓をたたいてみよう！

子ども雪おろし太子ども雪おろし太鼓鼓

葉画とは、葉っぱを一枚ずつ貼り合わせて
作っていく絵です。葉画とビーズジュエリーを
展示しています。

�作品展示体験会�　
　４月２３日（金）～３０日（金）　
　　　　　　　　午前１０時～午後５時
�会　場�　湯沢町湯沢３-１-５
　　　　　　（越後湯沢駅東口徒歩１分）　
　　　　　　VOLUNTEER GALLERY なみき
�入場料�　無料
�問い合わせ�　井川カツ　℡０２５-７９２-３５２３

『葉画＆
ビーズジュエリー』
　　　　　二人展

�
�
�

�
�
�
� ��������������

� ���������������

投稿を募集しています

 公民館短期講座
          のお知らせ

湯沢町公民館では、５月・６
月・７月の第３金曜日に絵手
紙講座を予定しています。
絵手紙講座については次回
の広報ゆざわ（４月２５日発
行）にて募集を行います。絵
手紙の基本を学び、日頃の
想いを絵手紙にのせて大切
な誰かに届けてみません
か？多くの方の受講をお待
ちしています。

「ゆきぐに」湯沢町公民館のページに掲載するみなさまの投稿を募
集いたします。広報を通じて多くの方へ自分の思いや作品等を投稿
してみませんか。

＊スペースの都合等により掲載出来ない場合や、掲載の延期もあ
　　ります。あらかじめご了承ください。
＊公共秩序を乱す内容や政治的内容、宗教的内容のものについて
　　は、掲載できません。
提出場所�湯沢町公民館
　　　　　（Ｅ‐mail : kouminkan@town.yuzawa.lg.jp）
提出方法�８００文字程度の文章を直接お持ちいただくか、Ｅ　　　
　　　　　メールで提出してください。
回　　数�おひとりにつき、一年度内２回まで掲載できます。
そ の 他�固有名詞等読みにくい漢字にはふりがなをお願いします。
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「ゆきぐに」 湯沢町公民館のペー「ゆきぐに」　湯沢町公民館のページジ

毎年、夏休みの水泳教室ではたくさんの皆様よりご参加いただきありがとうございます。この度、継続した水泳の練
習をという声をいただき、エンゼルグランディア越後中里温泉のご協力のもと水泳教室を開催することとなりました。
子どもたちの泳力強化や体力増進を目指し、奮ってご参加ください。

日　　時　　第二・第四木曜日　月２回（初回５月１３日）
　　　　　　１９：００～２０：００（３０分前より着替え、準備開始）
会　　場　　エンゼルグランディア越後中里温泉　インドア温水プール
対　　象　　湯沢町内小学校　４～６年生の中・上級者
　　　　　　（初心・初級者は夏休み水泳教室もしくは
　　　　　　　　　　　　　　　オーロラ水泳教室へご参加ください。）
指 導 者　　（財）日本水泳連盟公認指導員　田村千秋先生
　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　 岡　淳朗先生
指導内容　　中級コース：正確な動作でクロール５０ｍ完泳を目指します。
　　　　　　上級コース：４つの泳法と飛び込みやターンを身につけます。
定　　員　　２０名（随時申し込みを受け付けますが、定員になり次第締め切ります。）
参 加 費　　月謝１名１，０００円　スポーツ安全保険加入　別途６００円（年間）
　　　　　　初回のみ申し込みの際にお支払いください。以降は月謝袋を渡します。
申 込 先　　湯沢カルチャーセンター水泳教室事務局
　　　　　　電話でのお申込は受け付けておりません。
そ の 他　　送迎について、行きは越後湯沢駅西口エンゼルグランディア案内所よりシャトルバスをご利用いただ
　　　　　　　けます。帰りは、保護者の責任で迎えをお願いします。
主　　催　　湯沢スイミングクラブ（旧健康の町湯沢を願う会）
　　　　　　（予定）湯沢町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会（仮称）
【問い合わせ】　湯沢スイミングクラブ　代表　岸野礼子　℡７８４－２３７５

湯沢スイミングクラ湯沢スイミングクラブブ
　水泳教室参加者水泳教室参加者募集募集

　　　　　　　　 矢萩選手 高校選抜スキーで表彰矢萩選手　高校選抜スキーで表彰台台
第２２回全国高等学校選抜スキー大会
　期　日　平成２２年３月１２日～１５日　　　
　会　場　北海道富良野市　富良野スキー場

　男子大回転 　 １３位　矢萩　聡（八海高１年・浅貝）
　男子 回 転 １１位　矢萩　聡（八海高１年・浅貝）

第３４回全日本マスターズスキー選手権南魚沼大会
　期　日　平成２２年３月１０日～１４日　
　会　場　以下のとおり

 【アルペン】 南魚沼市六日町八海山スキー場　
    男子大回転第１戦    ７５歳代 　１０位 古川幸永（ナスパニューオータニ湯沢スキークラブ・下熊野）
　　　　　　　　　               ５５歳代 　２８位 角谷　元（苗場スノースポーツクラブ・芝原）
　　　　　　　　　　　　 　               ４１位　 渡部　雅（津川スキークラブ・三俣２）
    男子大回転第２戦　           ７５歳代　   ７位 古川幸永（ナスパニューオータニ湯沢スキークラブ・下熊野）
  　               ５５歳代　 ２０位 角谷　元（苗場スノースポーツクラブ・芝原）
　　　　　　　　　　　　　                 ２６位 　渡部　雅（津川スキークラブ・三俣２）
 【クロスカントリー】 南魚沼市欠ノ上コース
   男子５ｋｍクラシカル　     ５０歳代　   ２位 南雲邦夫（湯沢スキー協会・駅通）
   男子５ｋｍフリー　　　     ５０歳代  　優勝 南雲邦夫（湯沢スキー協会・駅通）
※年齢・所属は競技大会出場時のものです。

���　　 ������
�
矢
萩
選
手
（
写
真
右
）
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ツ
　

 
憂 
き
こ
と
も
惑
い
し
日
々
も
過
ぎ
去

うれ
ば
は
る
か 
山
脈 
爽
や
か
に
見
ゆ

や
ま
な
み

鈴
木　

ス
ミ
子

逝
き
し
人
戻
り
は
し
な
い
春
の
陽
は

光
増
し
く
る
昨
日
も
今
日
も

�
井　

や
す
子

窓
を
う
つ
吹
雪
の
音
に
目
覚
め
た
り

そ
れ
よ
り
途
切
れ
し
夢
の
あ
と
追
う

南
雲　

ま
さ　

久
び
さ
の
雪
の
晴
れ
間
の
窓
よ
ぎ
る

見
慣
れ
ぬ
鳥
を
図
鑑
に
な
ぞ
る

南
雲　

武
貞　

ケ
ン
ケ
ン
パ
も
う
す
ぐ
春
よ
と
吾
が

孫
に
言
い
聞
か
せ
つ
つ
雪
玉
投
げ
る

剱
持　

政
子　

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ゆ
ざ
わ

三
月
詠
草

雅
な
る
雛
は
七
段
桃
の
花
日
ざ
し
明

る
く
春
の
気
配
を

笛
田　

テ
ル
子

寝
返
り
を
す
れ
ば
背
中
を
乗
り
越
え

て
胸
に
寄
り
添
う
猫
の
タ
ロ
ー
は

小
林　

八
重
子

吾
が
友
よ
老
い
の
重
荷
は「
ケ
ア
」

の
も
と
諦
め
な
い
で
余
生
に
夢
を

渡
辺　

四
季　

あ
す
か
村
若
き
に
旅
せ
し
思
い
出
は

川
の
ほ
と
り
に
蕗
の
芽
い
っ
ぱ
い

　
　

井
熊　

は
る
ゑ

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
努
力
努
力
の
笑
顔
あ

り
勝
ち
た
る
人
の
こ
れ
も
人
生

荒
木　

智
恵
子

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
今
日
は
使
わ
ず
三
階

へ
足
の
老
化
を
防
が
ん
と
し
て

南
雲　

ま
さ　

　

俳　

句

雪
晴
の
小
春
の
温
き
こ
こ
に
住
む

雪
五
尺
八
十
路
半
ば
の
道
細
る

星
名　

彩
雲

雪
の
中
洛
や
野
珍
の
水
菜
摘
む

日
当
り
に
漱
石
猫
が
憩
い
居
り

岩
館　

忠
治

春
寒
し
籠
り
て
聴
き
し
ラ
ベ
ル
か
な

ビ
ル
風
や
祖
先
の
歌
の 
虎
落 
笛

も
が
り横

田　

昭
江

絵
手
紙
に
心
遊
ば
す
八
十
路
か
も

雪
像
の
姿
変
え
た
る
春
の
雨渡

辺　

四
季

は
ぎ
れ
野
に
石
塔
も
見
ゆ 
漸 
く
に

よ
う
や

ふ
る
さ
と
に
置
き
去
り
の
梅
今
如
何
に

泉　
　

昭
一

�

�

�

�

���������������������������������������������

���������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

句
会　

紅
山
桜

　

季
題 　

椿
（
山
椿
・
薮
椿
）　
　

当
季
雑
詠

 

蓬
摘
む
母
忍
ば
る
る
我
も
母

 

杉
山
に
入
れ
ば
鮮
や
か
紅
椿 

　

菜　

花

　

春
蘭
の
や
っ
と
一
つ
芽
ほ
こ
ろ
び
て

 

床
柱
椿
一
輪
凛
と
し
て 

　

め
ぐ
み

　

ひ
い
孫
の
誕
生
の
春
迎
え
た
り

　

落
椿
幾
重
に
く
ち
て
夕
寂
と 

　

ふ
じ
の

 

小
枝
よ
り
滑
り
て
散
る
や
春
の
雪

　

何
所
ま
で
も
続
く
真
紅
の
島
椿 

　

雄　

水

　

雑
踏
の
往
来
を
見
る
つ
る
し
雛

　

鎌
倉
の
参
拝 
路 
は
落
ち
椿 

　

香　

葉

み
ち

 

遠
霞
銀
河
鉄
道
野
を
翔
る

 

茶
の
床
に
危
う
い
姿
玉
椿 

　
　

津

 

鶯
の
囀
も
早
待
ち
遠
し

 

趣
き
も
一
際
深
し
薮
椿 

　

四　

季

 

か
い
ま
見
る
庭
石
の
も
と
雪
間
草

 

伝
説
の
悲
恋
の
椿
男
鹿
の
磯 

　
　

泉

 

か
ど
の
雛
風
に
吹
か
れ
て
色
あ
せ
ぬ　

 

い
さ
ぎ
よ
く
落
ち
る
椿
の
お
し
き
か
な 　

澄　

子

　

降
り
納
め
こ
れ
が
最
後
か
春
の
雪

 

深
く
ま
た
咲
く
日
ま
で
落
ち
椿 

　

皐　

月

　

病
む
妻
の 
粥 
に
散
ら
せ
し
蕗
の
薹

か
ゆ

 
 
誰 
が
た

 
魂 
ぞ
廃
れ
し
寺
の
薮
椿 

　

井　

蛙

た
ま
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【
開
催
日
時
】

４
月　

日
（
木
）

１５

　
　

午
前　

時
〜
午
後
４
時

１０

【
内
容
等
】 

４
月　

日
の
「
遺
言
の
日
」
を
記

１５

念
し
て
、
遺
言
（
遺
言
書
の
作
成
・

保
管
・
執
行
等
）、
相
続
に
関
す
る
電

話
に
よ
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し

ま
す
。　

【
相
談
電
話
】

℡
０
２
５
・
２
２
３
・
８
２
５
２

【
問
い
合
わ
せ
】

新
潟
県
弁
護
士
会

新
潟
市
中
央
区
学
校
町
通

　
　
　
　
　
　

１
番
町
１
番
地

℡
０
２
５
・
２
２
２
・
５
５
３
３

　
�
０
２
５
・
２
２
３
・
２
２
６
９

関
東
信
越
国
税
局
で
は
、
酒
類
小

売
販
売
場
（
ス
ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
小
売
酒
販
売
店
な

ど
）
で
買
い
物
等
を
す
る
機
会
を
利

用
し
て
、
未
成
年
者
飲
酒
防
止
に
関

す
る
表
示
や
店
頭
価
格
の
状
況
を

確
認
し
、
税
務
署
に
連
絡
し
て
い
た

だ
く
「
酒
類
販
売
管
理
協
力
員
」
を

募
集
し
ま
す
。

応
募
方
法
、
募
集
期
間
、
委
嘱
期

間
等
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

　

������������

������������� �

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
本
学
生
支
援
機
構
で
は
、
大

学
・
大
学
院
・
短
大
・
高
専
・
専
修

学
校
（
専
門
課
程
）
に
今
春
進
学
し

た
方
を
対
象
に
、
奨
学
金
申
込
み
の

受
付
を
開
始
し
ま
す
。

奨
学
金
を
希
望
す
る
方
は
、
進
学

先
の
学
校
窓
口
ま
で
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

な
お
、
来
春
進
学
を
希
望
さ
れ
て

い
る
方
を
対
象
に
し
た
、「
予
約
採

用
」
の
申
込
み
も
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
詳
し
く
は
、
在
学
し
て
い
る
高

校
・
専
修
学
校
（
高
等
課
程
）
の
窓

口
ま
で
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
は
、
各
学
校
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※
奨
学
金
貸
与
終
了
後
は
、
返
還
の

義
務
が
生
じ
、
必
ず
返
還
し
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
返
還
が
滞
る

と
法
的
手
続
き
に
よ
り
返
還
残

額
を
一
括
返
還
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
家
庭
の

経
済
状
況
や
あ
な
た
の
人
生
・
生

活
設
計
に
基
づ
き
、
十
分
考
慮
の

う
え
、
お
申
込
く
だ
さ
い
。

注
）
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
に

あ
た
っ
て
は
、

①
申
込
時
に
「
確
認
書
兼
個
人
信
用

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意

書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

②
申
込
時
に
、保
証
制
度
に
つ
い
て
、

人
的
保
証
制
度
又
は
機
関
保
証

制
度
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
採
用
に
あ
た
っ
て
、「
返
還
誓
約

書
（
兼
個
人
信
用
情
報
の
取
扱
い

に
関
す
る
同
意
書
）」
の
提
出
が

必
要
で
す
。

人
的
保
証
制
度
を
利
用
す
る
場

合
は
、
連
帯
保
証
人
と
併
せ
て
保
証

人
（
原
則
４
親
等
以
内
の
成
年
親
族

で
、
本
人
及
び
連
帯
保
証
人
と
別
生

計
）
の
選
任
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
学
校
の
窓
口
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
試
験
日
時
】

平
成　

年
７
月　

日
（
水
） 

２２

１４

　
　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時　

分
３０

【
受
験
願
書
の
配
布
】

平
成　

年
４
月　

日
（
水
）
か
ら

２２

１４

各
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
（
環
境
）

部
、
新
潟
市
保
健
所
（
新
潟
市
は
８

つ
の
区
役
所
も
可
）で
配
布
し
ま
す
。

【
受
験
願
書
の
提
出
期
間
】

平
成　

年
５
月　

日
（
月
）
か
ら

２２

２４

平
成　

年
５
月　

日
（
月
）
ま
で
に
、

２２

３１

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
験
願
書
の
提
出
場
所
】

住
所
地
を
管
轄
す
る
地
域
振
興

局
健
康
福
祉（
環
境
）部
、新
潟
市
に

お
い
て
は
、
新
潟
市
保
健
所
並
び
に

北
、
東
、
中
央
、
江
南
、
秋
葉
、
南
、

西
、西
蒲
の
各
区
役
所
。（
県
外
居
住

者
は
、
新
潟
県
福
祉
保
健
部
健
康
対

策
課
）

【
試
験
地
】

小
千
谷
市
、
魚
沼
市
、
南
魚
沼
市
、

湯
沢
町
、
十
日
町
市
及
び
津
南
町
居

住
者
は
南
魚
沼
市

そ
の
他
不
明
な
点
は
、
最
寄
り
の

保
健
所
等
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

新
潟
県
は
こ
ん
な
先
生
を
求
め

て
い
ま
す
。

・
子
ど
も
に
対
す
る
深
い
愛
情
を
も

ち
、
子
ど
も
の
心
を
よ
く
分
か
ろ

う
と
す
る
温
か
み
の
あ
る
先
生

・
教
育
者
と
し
て
の
情
熱
、
使
命
感

を
も
ち
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
と

真
剣
に
向
き
合
う
こ
と
の
で
き

る
先
生

・
教
科
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
や

技
能
を
有
し
、
子
ど
も
た
ち
に
楽

し
く
よ
く
分
か
る
授
業
を
し
よ

う
と
す
る
先
生

・
健
康
で
、
明
る
く
、
得
意
な
も
の

を
も
ち
、
子
ど
も
た
ち
の
学
校
生

活
を
楽
し
く
し
て
く
れ
る
活
力

あ
る
先
生

・
豊
か
な
人
間
性
と
幅
広
い
教
養
を

身
に
つ
け
、保
護
者
、職
員
、地
域

の
方
々
と
円
滑
な
人
間
関
係
が

築
け
る
先
生

採
用
選
考
検
査
日
程
（
予
定
）

・
採
用
選
考
検
査
、

　
　
　

実
施
要
項
等
の
交
付

　
　
　
　
　

４
月　

日
（
月
）
か
ら

２６

・
願
書
の
受
付 

 

　
　

４
月　

日
（
月
）
〜

２６

　
　

５
月　

日
（
金
）（
消
印
有
効
）

２１

・
第
一
次
検
査
日 

 

　
　

７
月　

日
（
日
）

１１

・
第
二
次
検
査
日 

 

　
　

８
月　

日
（
木
）
〜　

日
（
日
）

１９

２２

・
採
用
者
名
簿
登
録
・
内
定
通
知　

　
　
　

月
上
旬

１０

・
教
員
採
用
ガ
イ
ダ
ン
ス 

　
　
　

月
６
日
（
土
）

１１

・
採
用
、
着
任 

　

平
成　

年
４
月
１
日
（
金
）

２３

・
応
募
に
必
要
な
書
類
等
の
交
付
は

各
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
�
義
務
教
育
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　

����������������������

����������������������� �

　
　
　
　
　
　
　

����������

����������� �

　
�
高
等
学
校
教
育
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
  ����������������������

����������������������� �

　
　
　
　
　
　
　
　

���������

���������� �

　

く
わ
し
く
は
、
新
潟
県
教
育
庁
義

務
教
育
課
ま
た
は
高
等
学
校
教
育

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成　

年
度
酒
類
販
売
管
理

２２

協
力
員
の
募
集
に
つ
い
て

　

遺
言
・
相
続
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　

無
料
相
談
会

平
成　

年
度
調
理
師
試
験

２２

　

日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学
金

　

申
込
受
付
を
開
始
し
ま
す

平
成　

年
度
公
立
学
校

２３

　
　
　
　

教
員
を
募
集
し
ま
す
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眠
れ
な
い
、
不
安
、
閉
じ
こ
も
り

が
ち
だ
、
行
動
が
お
か
し
い
。
そ
の

他
、
更
年
期
の
せ
い
か
気
持
ち
が
沈

む
、
お
年
寄
り
の
も
の
忘
れ
、
認
知

症
な
ど
な
ど
・
・
・

そ
の
よ
う
な
悩
み
を
お
持
ち
の

方
、
ま
た
は
そ
の
ご
家
族
の
方
な
ど

に
、専
門
医（
精
神
科
）が
ご
相
談
に

応
じ
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら

れ
ま
す
。（
無
料
で
す
が
、あ
ら
か
じ

め
予
約
が
必
要
で
す
）

【
日
時
】
５
月　

日
（
木
）

１３

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
４
時

【
会
場
】

　

南
魚
沼
地
域
振
興
局

　
　

健
康
福
祉
環
境
部
相
談
室

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
環
境
部
地
域
保
健
課

　

℡
７
７
２
・
８
１
３
７

日
本
弁
護
士
連
合
会
及
び
新
潟

県
弁
護
士
会
で
は
、
平
成　

年
４
月

２２

１
日（
木
）か
ら
、中
小
企
業
に
関
す

る
法
律
問
題
を
気
軽
に
弁
護
士
に

ご
相
談
い
た
だ
け
る
よ
う
「
中
小
企

業
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
」
を
開
設
い
た

し
ま
す
。

こ
の
「
中
小
企
業
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ

ル
」
は
、
た
と
え
ば
、

「
後
継
者
の
問
題
で

　

専
門
家
に
相
談
し
て
み
た
い
」

「
取
引
先
が

　

代
金
を
支
払
っ
て
く
れ
な
い
」

「
従
業
員
の
待
遇
の
問
題
で

　
　
　
　
　
　
　

悩
ん
で
い
る
」

「
契
約
書
が
届
い
た
け
れ
ど
も

　
　
　
　
　

内
容
は
大
丈
夫
か
」

「
元
請
が
無
理
な
要
求
を

　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
い
る
」

な
ど
の
中
小
企
業
経
営
に
関
わ

る
様
々
な
悩
み
に
つ
い
て
、「
中
小

企
業
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
」
に
ご
連
絡

い
た
だ
け
れ
ば
、
受
付
後
新
潟
県
弁

護
士
会
の
担
当
弁
護
士
が
ご
相
談

希
望
の
方
に
ご
連
絡
を
差
し
上
げ
、

後
日
担
当
弁
護
士
の
事
務
所
に
お

い
て
直
接
面
談
相
談
が
で
き
る
と

い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

な
お
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
中

（
平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
同
年
９

２２

月　

日
ま
で
）は
、初
回
相
談（　

分

３０

３０

程
度
）
に
つ
い
て
相
談
料
が
無
料
と

な
り
ま
す
。

【
中
小
企
業
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
】

℡
０
５
７
０
・
０
０
１
・
２
４
０

受
付
時
間　

月
曜
〜
金
曜
日
（
祝

日
を
除
く
）
午
前　

時
〜
午
後
４
時

１０

（
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま
で
を
除
く
）

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
。

【
ご
質
問
・
問
い
合
わ
せ
】

新
潟
県
弁
護
士
会

℡
０
２
５
・
２
２
２
・
５
５
３
３

中
小
企
業
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル

　

心
の
健
康
相
談
会

　

お
誕
生
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

３
月　

日
１２

３
月　

日
１８

渡
邉

五
十
嵐

 
愛
心 
あ

こ

 
柚
南 
ゆ

な

さ
ん

さ
ん

（
布　

場
、
俊
也 
・
か
お
り
さ
ん
）

（
原
新
田
、
飛
龍 
・
沙
織
さ
ん
）

　

ご
逝
去
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

３
月　

日
２１

富
沢

ヨ
シ
イ
さ
ん

広
報
ゆ
ざ
わ
の
音
声
訳
C
D
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　

ご
希
望
の
方
は
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で
。　

℡
７
８
４
・
４
１
１
１

※
３
月　

日　

午
前
ま
で
の
届
出
分
。

２６

※
広
報
に
掲
載
し
て
ほ
し
く
な
い
場
合
は
、
届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
結
婚
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

３
月　

日
２１

�
お
二
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ�
　

ケ
ー
キ
の
よ
う
に
甘
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
イ
ー
ト
な
家
庭
を
作
っ
て
行
き
た
い
で
す
！

３
月　

日
２５

�
お
二
人
の
メ
ッ
セ
ー
ジ�
　

未
熟
な
二
人
で
す
が
、
一
生
懸
命
頑
張
り
ま
す
。

北
村

（
内
山
）

横
張

（
半
澤
）

紀
行

美
知
子

祥由
香

さ
ん

さ
ん

さ
ん

さ
ん

（
一
之
町
）

（
古
野
一
）

（
萩　

原
）

（
古
野
二
）


